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実施設計の概要及び新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針の詳細は、
市ホームページでご覧になれます。
（本紙上のＱＲコードからもご覧になれます）。

今後も、新庁舎建設の事業の進ちょく状況などについて、このかわら版で
お伝えします。
■市ホームページのアドレス http://www.city.fuchu.tokyo.jp

＜お問い合わせ＞
府中市行政管理部新庁舎建設推進室
TEL 042-335-4129（内線3483）

FAX 042-366-7752
E-mail chousya01@city.fuchu.tokyo.jp

新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針を定めました
市では、現在、新庁舎建設に向けた取組を進めており、実施設計、発注に係る基本方針

の策定が完了しています。
このたび新たに、具体的な移転時期など新庁舎への移転に向けた基本的な考え方をまと

め、工程全体における課題を整理した「新庁舎建設に伴う移転に係る基本方針」を定めま
した。
本基本方針では、全体工程や建替計画、移転の基本的な流れなどについて記載している

ほか、一部の部署が府中駅北第２庁舎に先行移転することや、引越しに要する日数などを
検討し、新庁舎の開庁予定日を設定しています。本号ではその一部をご紹介します。
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市ではおもや完成時に、一部の部署が府中駅北第２庁舎へ移転
する計画としていますが、新庁舎への移転を効率的に行うため、
下記のとおり一部の部署を府中駅北第２庁舎などへ先行して移転
します。このことにより、執務室の狭あい化の解消・組織配置の
適正化も図られます。具体的なフロアなどは移転時期が近づきま
したら改めてお知らせします。

■全体工程

■建替計画

新庁舎の建て替えは、敷地を拡張し現在の敷地で、建築、移転、解体を繰り返す工程と
なっています。具体的には、下記の４つの工程に分けて事業を進めます。

移転後の業務開始日 対象部署

令和２年１月６日から ・市民協働推進部（協働推進課、地域コミュニティ課）が
本庁舎から府中駅北第２庁舎へ

令和２年３月30日から ・都市整備部（管理課、計画課、土木課、公園緑地課、建
築指導課）が本庁舎から府中駅北第２庁舎へ

・環境政策課が府中駅北第２庁舎から本庁舎へ

新庁舎の模型を展示しています
市役所１階市民談
話室において、新
庁舎の模型や今後
のスケジュールな
どのパネルを展示
していますので、
ぜひ、ご覧くださ
い。（※会場の都
合により、一時的
に展示しない場合
もあります。）

基本構想の策定

基本計画の策定

基本設計の完了

実施設計の完了

移転方針の策定

これまでの主な取組

発注方針の策定
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■一部の部署が先行して移転します

新庁舎建設工事は、工期に67か月を要する計画としていますが、ここで敷地拡張の目途
が立ったため、着工時期を令和３年５月、しゅん工予定を令和８年11月に設定しました。
現在の予定では、「おもや」の運用を令和５年５月８日から開始できるよう、新庁舎建設
に向けた取組を進めています。


